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�
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
�

改

正

後

改

正

前

一
�
三

�
略
�

一
�
三

�
略
�

四

指
定
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

訪
問
看
護
費
の
注
10
に
係
る
施
設
基
準

�
略
�

四

指
定
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

訪
問
看
護
費
の
注
８
に
係
る
施
設
基
準

�
略
�

四
の
二

指
定
訪
問
看
護
に
お
け
る
理
学
療
法
士
�
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴

覚
士
に
よ
る
訪
問
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
�

イ

当
該
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
理
学
療
法
士
�
作
業
療
法

士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
回
数
が
�
看
護
職
員
に
よ
る
訪
問
回
数

を
超
え
て
い
る
こ
と
�

ロ

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
�
特
別
管
理
加
算
及
び
看
護
体
制
強
化
加
算
の

い
ず
れ
も
算
定
し
て
い
な
い
こ
と
�

�
新
設
�

四
の
三

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
の
注
６
に
係
る
施
設

基
準�

略
�

四
の
二

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
の
注
４
に
係
る
施
設

基
準�

略
�

四
の
四

�
略
�

四
の
三

�
略
�

四
の
五

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
注
７
に
係
る
施
設
基
準

イ

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
�
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
�
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
�

ロ

医
薬
品
�
医
療
機
器
等
の
品
質
�
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
�
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
�
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ

と
�

�
新
設
�

四
の
六

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
注
８
に
係
る
施
設
基
準

�
新
設
�
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�
２医

薬
品
�
医
療
機
器
等
の
品
質
�
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業

の
許
可
を
受
け
て
い
る
又
は
同
法
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
の
届
出
を
行
�
て
い
る
こ
と
�

五

�
略
�

五

�
略
�

六

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

イ

通
常
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
�

六

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

イ

通
常
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

⑴

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
�

㈠

前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
�
当
該
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
�
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
百

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業

所
を
い
う
�
以
下
同
じ
�
�
に
係
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�

ン
事
業
者
�
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
者
を
い
う
�
�
が
指

定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
�
指
定
介
護
予
防

サ
�
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
�
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
�
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
�
以
下
�
指
定
介
護
予
防
サ
�
ビ
ス
等
基
準
�
と
い

う
�
�
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
を
い
う
�
�
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
�
か

つ
�
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
�
当
該
指
定
介
護
予

防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当

た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
�
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

�
�
が
七
百
五
十
人
以
内
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業

所
で
あ
る
こ
と
�

㈡

指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
二
条
に
定
め
る
設
備
に
関
す

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
�

⑴

前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
�
当
該
指
定
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
�
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
を
い

う
�
以
下
同
じ
�
�
に
係
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
者

�
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
者
を
い
う
�
�
が
指
定
介
護
予
防
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
�
指
定
介
護
予
防
サ
�
ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
�
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
�
ビ
ス
等
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
�
以
下

�
指
定
介
護
予
防
サ
�
ビ
ス
等
基
準
�
と
い
う
�
�
第
百
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
を

い
う
�
�
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
�
か
つ
�
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し

て
い
る
場
合
は
�
当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事

業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む

�
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
�
�
が
七
百
五
十
人
以
内
の
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

⑵

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
�

㈠

⑴
㈠
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

⑵

指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
二
条
に
定
め
る
設
備
に
関
す
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
�
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㈡

⑴
㈡
に
該
当
す
る
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

㈢

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
に
お
け
る
利
用
者
の

総
数
の
う
ち
�
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
�
指
定

居
宅
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�

ン
費
の
注
８
に
係
る
加
算
を
い
う
�
�
を
算
定
し
た
利
用
者
の
占
め

る
割
合
が
百
分
の
八
十
以
上
で
あ
る
こ
と
�

㈣

当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
事
業
所
の
利
用
者
の
数
が

十
人
以
下
の
場
合
は
�
専
ら
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン

の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
�
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が

一
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
�
又
は
�
利
用
者
の
数
が
十
人
を
超

え
る
場
合
は
�
専
ら
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
提
供

に
当
た
る
理
学
療
法
士
�
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
�
利
用

者
の
数
を
十
で
除
し
た
数
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
�

ロ

大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

⑴

イ
⑴
㈠
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

ロ

大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
(Ⅰ)
を
算
定
す
べ
き
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

⑴

イ
⑴
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
�
て
�
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の

平
均
利
用
延
人
員
数
が
九
百
人
以
内
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�

ン
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

⑵

イ
⑴
㈡
に
該
当
す
る
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

⑶

イ
⑵
㈢
及
び
㈣
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

⑵

イ
⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
�

�
新
設
�

�
削
る
�

ハ

大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
費
(Ⅱ)
を
算
定
す
べ
き
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
の
施
設
基
準

⑴

イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
る
こ
と
�

⑵

イ
⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
�

七
�
六
十
九

�
略
�

七
�
六
十
九

�
略
�

七
十

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
�
ビ
ス
介
護
給

付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
９
に
係
る
施
設
基
準

�
略
�

七
十

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
�
ビ
ス
介
護
給

付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
７
に
係
る
施
設
基
準

�
略
�

七
十
の
二

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
理
学
療
法
士
�
作
業
療
法
士

又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

�
新
設
�
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考
23
�
２第

四
号
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
�

七
十
一

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
に
お
け
る
指
定
介
護
予

防
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�

ン
費
の
注
６
に
係
る
施
設
基
準

�
略
�

七
十
一

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�
ン
に
お
け
る
指
定
介
護
予

防
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
�
シ
�

ン
費
の
注
４
に
係
る
施
設
基
準

�
略
�

七
十
一
の
二

�
略
�

七
十
一
の
二

�
略
�

七
十
一
の
二
の
二

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
介
護

予
防
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

の
注
７
に
係
る
施
設
基
準

第
四
号
の
五
の
規
定
を
準
用
す
る
�

�
新
設
�

七
十
一
の
二
の
三

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
介
護

予
防
サ
�
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

の
注
８
に
係
る
施
設
基
準

第
四
号
の
六
の
規
定
を
準
用
す
る
�

�
新
設
�

七
十
一
の
三
�
八
十
七

�
略
�

七
十
一
の
三
�
八
十
七

�
略
�
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